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 本委員会に付託の請願を審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則

第１０７条の規定により報告します。 

 

   平成２８年３月２６日 

 

 三木市議会議長 加 岳 井 茂 様 

 

                 民生生活常任委員長 初 田  稔 

 

 

記 

 

 

１ 件 名 

(1)請願第１２号 交通事故多発地点の交差点を改良し、事故防止策のモデ 

ル交差点として実現を望む請願 

(2)請願第１３号 後期高齢者医療制度の保険料の軽減特例の維持、継続を 

求める請願 

 

２ 審査の結果 

(1)請願第１２号   採択すべきものと決定 

(2)請願第１３号   採択すべきものと決定 

 

３ 委員会の意見 

(1)請願第１２号   願意妥当と認める。よって、願意実現に努められるよう市 

当局に請願書を送付されたい。 

(2)請願第１３号   願意妥当と認める。よって、議会において国及び関係行政 

庁に意見書を提出されたい。 


